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小金井市総合教育会議 
 

意見・提案シート 
 

◆会議の内容（今回・次回以降）についてご意見・ご提案がありましたら、以下にご記入

の上、企画政策課にご提出ください。次回開催の 10日前に届いたものは、会議で資料と

して配付します。 

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                          

 

                                          

 

 

提出日    年   月   日  

 

氏 名               
※原文のまま配付しますので、氏名についても公開の対象となります。無記名の場合は参

考資料として委員に配付し、インターネット等での公開は行いません。 

（送付先） 

 小金井市企画財政部企画政策課 担当：津田 高野 

 〒１８４－８５０４ 小金井市本町６－６－３  連絡先：０４２－３８７－９８００ 

FAX：０４２－３８７－１２２４  E-mail：s010199＠koganei-shi.jp 
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   地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）  

 

 （大綱の策定等）  

第一条の三  地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項  に規定する

基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」とい

う。）を定めるものとする。   

２   地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。  

３   地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。   

４   第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事

務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。   

 

 （総合教育会議）   

第一条の四   地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げ

る事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の

事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。   

一   教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学

術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策   

二   児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生

ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置   

２   総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。   

一   地方公共団体の長   

二   教育委員会   

３   総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。   

４   教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると

思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示し

て、総合教育会議の招集を求めることができる。   

５   総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認める

ときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関し

て意見を聴くことができる。   

６   総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があ

ると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときそ
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の他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。   

７   地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会

議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努め

なければならない。   

８   総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項につい

ては、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。   

９   前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、

総合教育会議が定める。   



 

   小金井市総合教育会議運営要綱（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号。以下「法」という。）第１条の４第９項の規定に基づき、小金井市総合

教育会議（以下「総合教育会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （構成） 

第２条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。 

２ 議長は、市長をもって充てる。 

３ 議長は会務を総括し、総合教育会議を代表する。 

４ 総合教育会議は、必要があると認めるときは、法第１条の４第５項の規定に基づ

き、総合教育会議に関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、又はこれらの者

から意見を聴き、もしくは資料の提出を求めることができる。 

 （招集） 

第３条 総合教育会議は、必要に応じて市長が招集する。 

２ 市長は、総合教育会議の日時、場所及び議題をあらかじめ教育委員会に通知し、

その旨を周知するものとする。 

３ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料すると

きは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求める

ことができる。 

 （総合教育会議の公開） 

第４条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認

めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要

があると認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、前項ただし書

に規定するときを除き、これを公表するものとする。 

 （事務局） 

第５条 総合教育会議の事務局は、企画財政部企画政策課に置く。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議に関し必要な事項は、総合教育
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会議が別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年 月 日から施行する。 



 

 

 

小金井市教育委員会の教育目標 

 

小金井市教育委員会は、子供たちが幅広い知識と教養を身に付けるとと

もに、道徳心にあふれ、健康で人間性豊かに成長することを願い 

 ○ 自他の生命と人格を尊重し、礼儀正しく思いやりのある人 

 ○ 社会のルールを身に付け、社会貢献に努める人 

 ○ 自ら学び考え続ける、個性と創造力豊かな人 

の育成に向けた教育を推進する。 

 また、すべての市民が生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合い、互い

に高め合うことを目指していく。 

 そして、家庭、学校及び地域のそれぞれが役割と責任を果たしながら、

相互の連携と協力による教育を推進する。 

 

（平成２０年１月２４日 小金井市教育委員会決定） 

 

 



 

小金井市教育委員会の基本方針 

 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

 すべての子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの心

や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神をはぐくむこ

とが求められる。 

 そのために、人権教育及び心の教育を充実するとともに、権利と義務、自由と責

任についての認識を深めさせ、公共心をもち自立した個人を育てる教育を推進す

る。 

 

【基本方針２ 「個性」と「創造力」の伸長】 

 国際社会に生き社会の変化に対応できるよう、子供たち一人一人の豊かな人間性

を育成することが求められる。 

 そのために、子供たちの個性と創造力を伸ばす教育を重視するとともに、国際社

会に生きる日本人を育成する教育を推進する。 

 

【基本方針３ 「信頼される学校づくり」と「確かな学力」の確立】 

 子供たちに、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得とともに、思考力・判断

力・表現力等を育成することが求められる。 

 そのために、教員の授業力向上を図るとともに、保護者や地域に信頼される魅力

ある学校づくりを目指した学校経営を支援する。 

 

【基本方針４ 「生涯学習」と「文化・スポーツ」の振興】 

 市民一人一人が生涯にわたって学び、その成果を社会に還元できるようにすると

ともに、次代を担う子供たちの健やかな成長を社会全体で支えることが求められ

る。 

 そのために、学校・家庭・地域の教育力を高め、その連携が進むよう支援すると

ともに、市民が生涯を通じて、自ら学び、文化・スポーツに親しみ、社会参加でき

る機会の充実を図る。 

 

（平成２４年２月１４日 小金井市教育委員会決定） 


